
昭
和
四
十
七
年
人
事
院
規
則
一―

九

人
事
院
規
則
一―

九
（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
家

公
務
員
法
等
の
適
用
の
特
別
措
置
等
）

人
事
院
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
き
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
家
公
務
員
法
等

の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

す
る
。

（
欠
格
条
項
）

第
一
条
　
沖
縄
の
法
令
の
規
定
（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二

十
九
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
三
十
八
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者

と
み
な
す
。

（
条
件
附
採
用
期
間
）

第
二
条
　
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
一
般

職
の
国
家
公
務
員
と
な
る
者
（
以
下
「
復
帰
職
員
」
と

い
う
。
）
で
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
琉
球
政
府
公
務

員
法
（
千
九
百
五
十
三
年
立
法
第
四
号
）
の
規
定
に
基

づ
く
条
件
附
採
用
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
も
の
は
、

法
第
八
十
一
条
、
規
則
一
一―

四
（
職
員
の
身
分
保

障
）
第
九
条
及
び
規
則
一
四―

四
（
営
利
企
業
へ
の
就

職
）
第
九
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
件

附
採
用
期
間
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過

す
る
日
（
そ
の
日
に
お
い
て
琉
球
政
府
の
職
員
と
し
て

実
際
に
勤
務
し
た
日
数
と
一
般
職
の
職
員
と
し
て
実
際

に
勤
務
し
た
日
数
と
を
合
算
し
た
日
数
が
九
十
日
に
満

た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
算
し
た
日
数
が
九

十
日
に
達
す
る
日
）
ま
で
の
間
、
条
件
附
採
用
期
間
中

の
職
員
と
み
な
す
。

（
休
職
）

第
三
条
　
復
帰
職
員
に
係
る
琉
球
政
府
公
務
員
法
又
は
同

法
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に
よ
る
休
職
の

処
分
で
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
効
力
を
有
し
て
い
る

も
の
は
、
法
又
は
規
則
一
一―

四
の
相
当
規
定
に
よ
る

休
職
の
処
分
と
み
な
す
。

２
　
復
帰
職
員
に
つ
い
て
は
、
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際

沖
縄
の
刑
事
訴
訟
法
（
千
九
百
五
十
五
年
立
法
第
八
十

五
号
）
の
規
定
に
よ
り
起
訴
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
法

第
七
十
九
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
と
み
な
す
。

（
懲
戒
）

第
四
条
　
復
帰
職
員
に
つ
い
て
は
、
琉
球
政
府
公
務
員
法

第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
れ

ぞ
れ
法
第
八
十
二
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て

は
、
停
職
の
期
間
は
一
日
以
上
六
月
以
下
と
し
、
減
給

の
期
間
は
六
月
以
下
、
減
給
分
は
俸
給
の
月
額
の
十
分

の
一
の
額
に
相
当
す
る
額
以
下
の
額
と
す
る
。

第
五
条
　
復
帰
職
員
に
関
す
る
法
第
八
十
二
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
琉
球
政
府
の
職
員
と
し
て
職
務
上

知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
特
別
措
置
法
の
施
行
後
に

漏
ら
す
行
為
は
、
法
第
百
条
第
一
項
に
違
反
す
る
行
為

と
み
な
す
。

（
審
査
請
求
）

第
六
条
　
復
帰
職
員
（
特
別
措
置
法
の
施
行
前
に
琉
球
政

府
を
離
職
し
た
者
で
離
職
の
際
一
般
職
の
国
家
公
務
員

が
従
事
す
る
事
務
に
相
当
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
た

も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
琉
球

政
府
公
務
員
法
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
不

利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
の
請
求
で
、
特
別
措
置
法

の
施
行
の
際
琉
球
政
府
人
事
委
員
会
に
係
属
し
て
い
る

も
の
は
、
当
該
処
分
に
相
当
す
る
法
第
八
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
処
分
に
つ
い
て
さ
れ
た
法
第
九
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
と
み
な
し
、
引
き
続
き

人
事
院
に
係
属
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
琉
球
政
府
公
務
員
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
人
事
委

員
会
規
則
の
規
定
に
よ
つ
て
さ
れ
た
手
続
は
、
法
及
び

規
則
一
三―
一
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立

て
）
の
相
当
規
定
に
よ
つ
て
さ
れ
た
手
続
と
み
な
す
。

（
再
審
の
請
求
）

第
七
条
　
復
帰
職
員
に
係
る
再
審
の
請
求
で
特
別
措
置
法

の
施
行
の
際
琉
球
政
府
人
事
委
員
会
に
係
属
し
て
い
る

も
の
は
、
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
に
お
け
る
規
則
一

三―

一
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
再
審
の
請

求
と
み
な
し
、
引
き
続
き
人
事
院
に
係
属
す
る
も
の
と

す
る
。
前
条
後
段
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
の
再
審
に
準

用
す
る
。

第
八
条
　
削
除

（
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
）

第
九
条
　
復
帰
職
員
に
関
す
る
法
第
百
八
条
の
六
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
行
政
執
行
法

人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
の
職
員
と
し
て
同

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
労
働
組
合

の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
五
年
か
ら
そ
の
専
ら
従
事
し
た
期
間
を
控
除
し
た

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
に
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ

れ
た
職
員
団
体
の
役
員
と
し
て
専
ら
従
事
し
た
こ
と
が

あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
専
ら
従
事
し
た
期
間
を

加
算
す
る
も
の
と
し
、
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
の
職
員
と
し
て
同
法
第
七
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
労
働
組
合
の
業
務
に
専
ら

従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
専
ら

従
事
し
た
期
間
（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
を
控
除
す
る

も
の
と
す
る
。
」
と
す
る
。

（
復
帰
職
員
の
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
に
お
け
る
俸

給
月
額
）

第
十
条
　
復
帰
職
員
の
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
に
お
け

る
俸
給
月
額
は
、
当
該
職
員
が
琉
球
政
府
（
琉
球
政
府

に
引
き
継
が
れ
た
機
関
を
含
む
。
）
の
職
員
と
な
つ
た

日
に
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
引
き
続

き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
規
則
九―

八
（
初
任

給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
規
定
を
適
用
し
た
場

合
に
得
ら
れ
る
俸
給
月
額
を
基
準
と
し
て
、
人
事
院
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
け
る
規
則
九―

八
の
規
定
の
適
用
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
規
則
九―

八
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
十
一
条
　
復
帰
職
員
に
関
す
る
規
則
九―

八
第
六
条
か

ら
第
九
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
（
第
二
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第

三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
別
表
第
二
及
び
別

表
第
三
の
規
定
の
適
用
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
員
の
特
別

措
置
法
の
施
行
の
日
後
の
最
初
の
昇
格
、
昇
給
等
に
係

る
同
規
則
第
十
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
又
は

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
人
事
院
が

定
め
る
。

２
　
復
帰
職
員
の
う
ち
、
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
に
お

い
て
休
職
等
の
た
め
勤
務
し
て
い
な
い
職
員
の
復
職
等

の
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
関
す
る
規
則
九―

八
第

四
十
四
条
及
び
別
表
第
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
琉
球
政
府
に
お
け
る
休
職
等
の
期
間
は
、
人
事
院

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
表
に
定
め
る
こ
れ
に
相

当
す
る
休
職
等
の
期
間
と
み
な
す
。

（
復
帰
職
員
の
最
初
の
昇
給
に
係
る
昇
給
期
間
）

第
十
二
条
　
復
帰
職
員
の
う
ち
人
事
院
の
定
め
る
職
員
の

特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
後
の
最
初
の
昇
給
に
必
要
と

さ
れ
る
期
間
は
、
給
与
法
第
八
条
第
六
項
本
文
又
は
第

八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
初
任
給
調
整
手
当
）

第
十
三
条
　
復
帰
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
職
員
に
は
、
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。

一
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
同
日
に
お

け
る
規
則
九―

三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
第
二
条

に
規
定
す
る
官
職
又
は
こ
れ
ら
の
官
職
の
属
す
る
職

務
の
等
級
よ
り
上
位
の
職
務
の
等
級
に
属
す
る
官
職

（
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
官
職
の
属
す
る
職
務

の
等
級
よ
り
上
位
の
職
務
の
等
級
に
属
す
る
官
職
で

規
則
九―

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
第
一
条
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
占
め
る
職
員
で
あ
る

こ
と
。

二
　
琉
球
政
府
の
職
員
と
な
つ
た
日
に
給
与
法
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る

も
の
と
し
た
場
合
に
、
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
に
お
け

る
規
則
九―

三
四
第
三
条
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る

職
員
の
要
件
に
準
じ
て
人
事
院
が
定
め
る
要
件
を
満

た
し
て
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
か
つ
、
同
法
の
施
行
の
日
に
初
任
給
調
整
手
当

の
支
給
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
職
員
に
係
る
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間

及
び
支
給
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
同
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
さ
れ
る

期
間
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る
。

（
休
職
者
の
給
与
に
係
る
期
間
）

第
十
四
条
　
復
帰
職
員
の
う
ち
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
休
職
に
な
る
者
に
関
す
る
給
与
法
第
二
十
三
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
期
間
は
、
琉
球
政
府
公
務
員
法
第
三
十
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
処
分
の
日
か
ら
起
算

す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
均
給
与
額
）

第
十
五
条
　
特
別
措
置
法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
が

同
法
の
施
行
後
に
公
務
上
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、

若
し
く
は
死
亡
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
職
員
が
昭
和

四
十
八
年
十
二
月
一
日
以
後
に
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、

疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
死
亡
し
た
場
合
の
補
償
に

関
す
る
補
償
法
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
二
項
中
「
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

と
あ
る
の
は
「
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
沖

縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
手
当
」
と
す
る
。

第
十
六
条
　
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
が
、
同
法
の
施
行
前
に
公
務
上
負
傷
し
、
疾
病
に

か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
の
補
償
に
係
る
平
均
給
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与
額
は
、
補
償
法
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実

施
機
関
が
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
額
と
す
る
。

（
年
金
た
る
補
償
の
特
例
）

第
十
七
条
　
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
係
る
同
法
の
施
行
前
に
支
給
事
由
の
生
じ
た
障

害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
の
同
法
の
施
行
の
日

の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間
に
係
る
額
は
、
補
償
法

第
十
三
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
平
均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
琉
球
政

府
公
務
員
災
害
補
償
法
（
千
九
百
六
十
九
年
立
法
第
百

三
十
号
）
第
十
三
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ

り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
補
償
の
実
施
に
関
す
る
行
為
の
承
継
）

第
十
八
条
　
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
が
受
け
た
公
務
上
の
災
害
に
係
る
琉
球
政
府
公
務

員
災
害
補
償
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則

の
規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
公
務
上
の
災
害
の
認
定
、

補
償
金
額
の
決
定
及
び
支
払
そ
の
他
の
補
償
の
実
施
に

関
す
る
行
為
（
昭
和
四
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
に
支

給
事
由
の
生
じ
た
補
償
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、

補
償
法
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
六
十
七
号
）
又
は
こ

れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
人
事
院
規
則
の
相
当
規
定
に
基

づ
い
て
さ
れ
た
行
為
と
み
な
す
。

２
　
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の

昭
和
四
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
に
支
給
事
由
の
生
じ

た
公
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
で
同
法
の
施
行
前
に

支
給
さ
れ
た
も
の
は
、
同
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
補
償
と
み
な
す
。

（
雑
則
）

第
十
九
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
復
帰
職

員
の
処
遇
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
別
に

定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
人
事
院

規
則
一―

九―

一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
人
事
院
規

則
一―

一
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
五
日
人
事
院
規

則
一―

九―

二
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
改
正
前
の
人
事
院
規
則
一―

九
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
休
暇
に
残
日
数
が
あ
る

職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
残
日
数
（
そ
の
日
数
が
十
日

を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
の
年
次
休
暇
を

昭
和
六
十
三
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
人
事
院
規

則
一―

九―

三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
人
事
院
規

則
一―

三
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

五
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規

則
一―

六
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
人
事
院
規
則

一―

九―

四
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
九
月
十
四
日
か
ら
施
行
す

る
。
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